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使用済燃料輸送容器移送台車のケーブル損傷 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 使用済燃料輸送容器管理建屋：使用済燃料輸送容器移送台車 

（２）設備の概要 使用済燃料輸送容器の移送や保修等に用いる資機材等の搬出入に使用する設備。輸送容器

搬送台車は安全に使用済燃料輸送容器を移送するために、逸走防止のインターロック等の

安全対策を講じている。 

（３）発生の状況 移送台車の運転中（使用済燃料輸送容器運搬中） 

（４）概要 使用済燃料輸送容器搬送台車で輸送容器の架台を運搬していたところ、当該移送台車の駆

動用電源ケーブルが、ガイドローラに巻き込まれて損傷し、当該移送台車が停止、ケーブルの

交換により速やかに復旧 

＊他建屋も含め同種の機器においても同様の事象の発生が予想される。 

（５）原因 移送台車を運転する中で偶発的に生じるケーブルの巻き込み 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 

使用済燃料は輸送容器内に収納され安全に保管しているため、放射性物質の放出等、工場外

への影響は生じない。 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 

使用済燃料輸送容器搬送台車が停止しても、使用済燃料は輸送容器内に収納された状態であ

ることから、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題も生じない。 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 

復旧作業は、定められた放射線管理計画書に従って効率的に作業を進めることにより、作業員

への影響は生じない。 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 

使用済燃料受入れ・貯蔵施設は、使用済み燃料を受入れ、貯蔵する施設であり、使用済燃料を

貯蔵するプールの容量には十分な余裕があることから、他工程の運転への影響は生じない。 

(1) 使用済燃料輸送容器移送台車駆動用電源ケーブルの破損箇所を確認する。 

(2) 定められた手順書に従って、同ケーブルの交換作業を行う。 

 対応の概要 
(3) ケーブル交換作業終了後、使用済燃料輸送容器移送台車の動作確認を行い、異常の

ないことを確認した後、使用済燃料輸送容器の移送作業を再開する。 

公表区分＊１ 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 
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＊１ 『A 情報』：安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、 『B 情報』：事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、 『C 情報』：A、B 情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象                                        2006.06.26 

事象概要 再処理工場で発生が予想されるトラブル等とその対応 

（No.７-１１）

トラブル等に伴う設備への影響範囲 
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